
社会福祉法人やまゆり福祉会組織規程 

 

第１章 総  則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人やまゆり福祉会（以下「法人」という）の運営組織及

び業務分掌等に関する基本的事項を定め、もって事業の効率的推進と責任体制の確立を

図ることを目的とする。 

 

（組織） 

第２条 法人の組織は、別表に定めるところによる。 

 

（組織運営の原則） 

第３条 組織の各所管課は法人の理念、方針及び関係規程の定めるところに従い、それぞ

れの業務を進めるものとするが、必要に応じ各所管課間でチームを編成し、重点的に業

務を進めるものとする。 

２ 業務に当たる職員は、自己の業務に責任をもって遂行するとともに、お互いに他の担

当業務を尊重し、また補完し合わなければならない。 

３ 各職員は、相互に関連のある業務について、法人の業務活動が有機的に行われるよう

すすんで協調しなければならない。 

 

第２章 職  務 

 

（理事の職務） 

第４条 理事長たる理事は、法人を代表するとともに、法令・定款の規定及び理事会の決

定するところに従い、法人の業務を掌理する。 

２ 理事は、理事会を構成し、法人の業務執行に関する事項を決定する。 

 

（監事の職務） 

第５条 監事は、理事の業務執行状況及び法人の財産の状況の監査等、社会福祉法（昭和

２６年法律第４５号）第４５条の１８の職務を行う。 

 

（職員等の職務） 

第６条 法人本部長は、理事長の命を受け、法人本部を統括する。 

２ 事務局長・施設長は、法人本部長の命を受け、その所管する業務を統括し、処理す

る。 

３ 各課長等職員は、所属長の命を受け、第３章「業務の分掌」に規定する業務を行う。 

４ それぞれの長から命令又は指示を受けた者は、その措置状況について、速やかにそれ

ぞれの長に報告しなければならない。 

５ 事務局長及び施設長は、その所管する部門の業務の執行状況について、適宜法人本部

長に報告しなければならない。 



６ 法人本部長は、施設の業務の執行状況について、適宜理事長に報告しなければならな

い。 

 

第３章 業務の分掌 

 

（部門の長等） 

第７条 事務部門の長に、事務局長を置く。 

また、事務担当として事務課長、事務局主幹、事務課長補佐、事務担当係長等（以下

「事務課長等」という。）を置くことができる。 

 事務課長等は、事務局長の指示を受け、総務、人事、経理・会計、管財等に関する業

務に従事する。 

なお、事務局主幹は、併せて特命事項に関する業務に従事する。 

２ 支援部門の長に、施設長を置く。 

また、支援担当として、支援課長、支援課長補佐、支援担当係長等（以下「支援課長

等」という。）を置くことができる。 

 支援課長等は、施設長の指示を受け、それぞれ利用者の生活・余暇支援に関する業務

及び利用者の日常生活の介助等の業務並びに利用者の作業支援に関する業務に従事す

る。 

３ 支援部門に保健担当として看護師を置く。 

看護師は、医師の指示を受け、医師が行う利用者及び職員等の診断の補助業務に従事

する。 

また、支援課長の指示を受け利用者の看護並びに利用者及び職員等の保健等に関する

業務に従事する。 

４ 支援部門に栄養・給食担当として栄養士を置く。 

  栄養士は、支援課長の指示を受け、給食委託業者の業務管理及び栄養指導等の栄養・

給食に関する業務に従事する。 

 

（業務分掌） 

第８条 各部門・担当の分掌は、以下のとおりとする。 

（１）事務部門 

１）苦情受付関係 

 ア 利用者及び保護者からの苦情受付に関すること 

２）総務関係 

ア 事業の企画、改善及び調査に関すること 

イ 事業計画、事業報告の作成及び事業の進行管理に関すること 

ウ 規則及び規程等の管理に関すること 

エ 公文書の管理に関すること 

オ 公印の管理に関すること 

カ 防災その他安全管理に関すること 

キ 慶弔に関すること 

３）人事関係 



ア 職員等の採用に関すること 

イ 職員等の人事に関すること 

ウ 職員等の給与、賞与及び退職金等に関すること 

エ 職員等の教育及び研修に関すること 

オ 職員等の服務及び福利厚生に関すること 

カ 職員等の各種社会保険に関すること 

キ 利用者の傷害保険に関すること 

４）経理・会計関係 

ア 業務の委託及び受託の契約に関すること 

イ 物品購入及び工事請負の契約に関すること 

ウ 予算及び決算に関すること 

エ 金銭の出納に関すること 

オ 寄付金の受入れに関すること 

カ 利用者の預り金及び関係物の管理・保管に関すること 

５）管財関係 

ア 建物、設備及び備品等の財産の保守・管理及び営繕に関すること 

イ 施設内外の防火設備の点検に関すること 

ウ 施設内外の清掃及び消毒に関すること 

 ６）その他 

ア 分掌に係る関係機関との連絡に関すること 

イ その他、他の分掌に属さないこと 

（２）支援部門 

１）生活・余暇支援関係 

ア 利用者の生活・余暇支援計画の作成及びその実施に関すること 

イ 利用者の生活・余暇支援記録の整備・保管に関すること 

ウ 利用者の生活・余暇支援の統計に関すること 

エ 利用者の生活・余暇支援に係る調査・研究に関すること 

オ 利用者の日常生活の介助等に関すること 

カ 利用者の入所・退所等の手続き事務及び訪問面談に関すること 

キ 利用者の身上把握に関すること 

ク 利用者への貸与品及び支給品の受払い事務に関すること 

ケ 利用者の避難訓練に関すること 

コ 広報に関すること 

サ 実習生・介護等体験及びボランティアの受入れに関すること 

シ 利用者の家族或いは後見人との連絡に関すること 

ス 利用者の預り金及び関係物の管理・保管に関すること 

２）作業支援関係 

ア 利用者の作業支援に関すること 

イ 利用者の作業支援記録の整備・保管に関すること 

ウ 利用者の作業支援の統計に関すること 

エ 利用者の作業支援に係る調査・研究に関すること 



オ 利用者の作業支援（リサイクル・製パン事業等）に関すること 

３）診療・保健関係 

ア 医師による利用者及び職員等の診療の補助に関すること 

イ 利用者の看護に関すること 

ウ 利用者及び職員等の健康管理に関すること 

エ 利用者及び職員等並びに施設の保健衛生に関すること 

オ 協力診療所及び病院との連絡に関すること 

４）栄養・給食関係 

ア 利用者の給食の献立及び栄養量計算に関すること 

イ 利用者の栄養管理及び健康増進に関すること 

ウ 給食記録の作成に関すること 

エ 給食物品の検収及び保管等の管理に関すること 

オ 給食委託業者の業務管理及び栄養指導に関すること 

カ 栄養・給食に係る調査・研究に関すること 

  ５）その他 

ア 職員等の障害者支援等に関する教育及び研修に関すること 

イ 物品購入に関すること 

ウ その他業務に関すること 

 

第４章 運営連絡会議 

 

（運営連絡会議） 

第９条 法人に、運営連絡会議を置く。 

２ 運営連絡会議は、理事長及び別に定める職員をもって構成する。 

３ 運営連絡会議は、法人・施設の運営に関する連絡調整事項を付議する。 

４ 運営連絡会議には、必要に応じ係長等関係者を出席させることができる。 

５ 運営連絡会議は、理事長が主宰し、定例的に開催する。 

６ 理事長に事故あるときは、法人本部長が、これを代行する。 

７ 運営連絡会議の概要は、必要に応じ職員等に周知する。 

８ 運営連絡会議の事務は、事務局長が行う。 

 

附 則 

１．この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

２．現行の組織規程は、平成２７年３月３１日をもって廃止する。 

３．平成２７年４月１日から当分の間「特命理事」を置く。 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 


